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平成平成平成平成 29 年第年第年第年第４４４４回定例会回定例会回定例会回定例会        総務常任委員会記録総務常任委員会記録総務常任委員会記録総務常任委員会記録 

開開開開    催催催催 

日日日日    時時時時 

平成２９年１２月１３日 午前 ９時００分～ 

平成２９年１２月１３日 午前１１時４７分 
召集場所召集場所召集場所召集場所 第３委員会室 

付付付付    託託託託 

事事事事    件件件件 

議案第議案第議案第議案第 96969696 号号号号    西予市行政手続西予市行政手続西予市行政手続西予市行政手続におけるにおけるにおけるにおける特定特定特定特定のののの個人個人個人個人をををを識別識別識別識別するためのするためのするためのするための番号番号番号番号のののの利用等利用等利用等利用等にににに関関関関

するするするする法律法律法律法律にににに基基基基づくづくづくづく個人番号個人番号個人番号個人番号のののの利用利用利用利用にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例

制定制定制定制定についてについてについてについて    

議案第議案第議案第議案第 97979797 号号号号    西予市一般職西予市一般職西予市一般職西予市一般職のののの任期付職員任期付職員任期付職員任期付職員のののの採用採用採用採用にににに関関関関するするするする条例及条例及条例及条例及びびびび西予市職員西予市職員西予市職員西予市職員のののの勤務時勤務時勤務時勤務時

間間間間、、、、休暇等休暇等休暇等休暇等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例制定条例制定条例制定条例制定についてについてについてについて    

議案第議案第議案第議案第 98989898 号号号号    西予市職員西予市職員西予市職員西予市職員のののの育児休業等育児休業等育児休業等育児休業等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例制定条例制定条例制定条例制定についについについについ

てててて    

議案第議案第議案第議案第 99999999 号号号号    西予市企業立地西予市企業立地西予市企業立地西予市企業立地のののの促進等促進等促進等促進等によるによるによるによる地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける産業集積産業集積産業集積産業集積のののの形成及形成及形成及形成及びびびび活性化活性化活性化活性化

にににに関関関関するするするする法律法律法律法律にににに基基基基づくづくづくづく固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税のののの特別措置特別措置特別措置特別措置にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改改改改

正正正正するするするする条例制定条例制定条例制定条例制定についてについてについてについて    

議案第議案第議案第議案第100100100100号号号号    西予市農村地域工業等導入地区西予市農村地域工業等導入地区西予市農村地域工業等導入地区西予市農村地域工業等導入地区におけるにおけるにおけるにおける固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税のののの特別措置特別措置特別措置特別措置にににに関関関関するするするする

条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例制定条例制定条例制定条例制定についてについてについてについて    

議案第議案第議案第議案第108108108108号号号号    愛媛県市町総合事務組合規約愛媛県市町総合事務組合規約愛媛県市町総合事務組合規約愛媛県市町総合事務組合規約のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    

議案第議案第議案第議案第109109109109号号号号    愛媛県市町総合事務組合愛媛県市町総合事務組合愛媛県市町総合事務組合愛媛県市町総合事務組合のののの共同処理事務構成団体共同処理事務構成団体共同処理事務構成団体共同処理事務構成団体からからからから脱退脱退脱退脱退にににに伴伴伴伴うううう財産処財産処財産処財産処

分分分分についてについてについてについて    

議案第議案第議案第議案第110110110110号号号号    平成平成平成平成29292929年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算（（（（第第第第７７７７号号号号））））    

出出出出    席席席席 

委委委委    員員員員 

菊池 純一 加藤 美香 信宮 徹也 

河野 清一 井関 陽一 宇都宮 明宏 

森川 一義   

説明員説明員説明員説明員 

総務企画部長 宗 正弘 総務課長 宇都宮 裕 税務課長 浜田 直浩 

総合政策課 藤井 兼人 財政課長 山住 哲司 情報推進課長 宇都宮明彦 

まちづくり推進課長 和氣岩男 危機管理課長 垣内 俊樹 教育部長 松川 伸二 

教育総務課長 沖村 智 学校教育課長 大谷 元二 消防長  西川 伝 

消防総務課長 佐藤 克也 議会事務局長 道山 升文  

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なし   

加藤副委員長 

 

 

菊池委員長 

 

 

開会宣言。 

 （開会 午前９時００分） 

委員長に挨拶を促す。 

挨拶を行う。 

【【【【総務企画部総務企画部総務企画部総務企画部】】】】 

【【【【総務課総務課総務課総務課】】】】 
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宗総務企画部長 

菊池委員長 

 

 

 

宇都宮総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊池委員長 

 

 

井関委員 

 

 

 

 

宇都宮総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挨拶を行う。 

議案第97号 「西予市一般職の任期付職員の採用に関する条例及び西予市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を

議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

今回の改正は、明浜町および城川町の救急出張所において、平成30年度から

救急業務の24時間体制を実施するに当たりまして、准救急隊員として一般職

の任期付職員を採用するため、改正をするものであります。 

改正の主な内容は、任期付職員の給料月額を定めること。 

任期付職員は給与条例の給料表、昇給等を適用除外とすること。 

任期付短時間勤務職員は、給与条例の扶養手当、住居手当を適用除外とする

こと、の3点であります。 

これらは総務省から出されております、地方公務員法および地方公共団体の

一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の運用通知に

沿った改正内容としております。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

今実際に職員の応募があると思うんですが、ＳＮＳでも発信されているよう

でございますが、実際に今の応募状況と、それから、今 15ページになるんで

すかね給与表が出ておるんですけど、1級から7級まであるんですが、この 1

級から7級までの、1級はどの状況が１級、2級はこういう状況が2級ってい

うのがわかる、それを教えてもらいたいと思います。 

まず、今回の職員の募集の関係ですけれども、准救急隊員の一般職の募集の

方ですけれども、こちらにつきましては、今議会が終了後、議決をいただい

て、これが通った後に、市民の方々に募集をすると言う形にしておりますの

で、この任期付職員は今まだ一般公募はしておりません。 

ただ、全体の中で、この准救急隊員というところの中で職員、すでに市の職

員となっております職員の中で併任という形で一部進める計画もしておると

ころですが、そちらについては、応募のほうは 11名ございましたが、それに

ついては今後最終的に決定していきたい。 

また 1月 1日を目指したところでの異動といいますか、そういうところを進

めていきたいというふうには考えているところであります。 

それから、2 点目の御質問の、職務の級の関係ですけれども、今回の任期つ

きの部分については、この一級のところを使うという形になります。 
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菊池委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇都宮総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊池委員長 

 

この級というのは、それぞれの主事でありますとか、主査でありますとか、

係長、管理職も課長補佐、また課長等とありますけれども、それに基づいた

ところでなっているところなんですけれども、今回は、その中でも一級そし

て、ここに記入しております給料月額 18万 7610円とはしておりますけれど

も、短時間という形になりますので、これがフルで勤務をした場合の金額に

なります。 

短時間になりますので、それについてはその状況に応じた、額ということに

変わってこようかと思います。 

以上です。 

ほかにございますでしょうか。 

ないようですので、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第97号、「西予市一般職の任期付職員の採用に関する条例および西予市

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について」

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可決することに決しました。 

では続きまして、議案第98号「西予市職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例制定について」を議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

議案第98号、「西予市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

制定について」改正する条例制定について御説明させていただきます。 

今回の改正は、雇用保険法等の一部を改正する法律によりまして、地方公務

員の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を

改正するものであります。 

主な改正内容といたしましては、非常勤職員の養育する子が2歳に達するま

で、育児休業を取得することができる場合を定めるもの。 

また、育児休業の再度の取得ができる特別な事情の例示に、保育所等におけ

る保育の利用を希望し申し込みを行っているが、当面その実施が行われない

場合、を追加するものであります。 

これにより、非常勤職員が原則1歳までであります育児休業を 6ヶ月延長し

ても、なお、保育所に入れない場合に限り、再度申請をすることにより、育

児休業期間を最長2歳まで延長できるようになる、というものであります 

よろしく御審議のほどお願いいたします。 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 
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宇都宮総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊池委員長 

 

 

信宮委員 

 

 

質疑はありませんか。 

質疑もないようなので以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第98号「西予市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制

定について」は、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会と市は原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（9：17～9：25） 

再開を告げる。 

まず、議案第 108号「愛媛県市町総合事務組合規約の変更について」および

109 号「愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体から脱退に伴う財

産処分について」は関連がございますので、一括して議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

議案第 108号「愛媛県市町総合事務組合規約の変更について」および議案第

109 号「愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体から脱退に伴う財

産処分について」御説明をさせていただきます。 

西予市では市民がかかわる、交通機関の身近な事故に対して幅広く補償する 

ため、県内の市町で構成する愛媛県市町総合事務組合の公的共済制度を活用 

しまして、交通災害共済の窓口業務を行っております。 

このたび、愛媛県市町総合事務組合の構成団体である東温市から、共同処理 

事務団体から脱退する旨の申し出があったことから、東温市に係る愛媛県市 

町総合事務組合規約の変更および愛媛県市町総合事務組合の財産処分につき 

まして、地方自治法に基づく協議、議会の議決が必要となったものでありま

す。 

議案第 108号の組合規約の変更につきましては、組合の共同処理する構成団

体から東温市を削除するもので、変更後は２市９町の構成となります。 

議案第 109 号の財産処分につきましては、このたびの共同処理事務に係る東

温市の一切の財産を平成30年4月1日に愛媛県市町総合事務組合に帰属させ

るものであります。 

よろしく御審議のほどお願いいたします。 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

ただいま交通災害共済の事務をこちらに委ねているところが、県内で２市９

町ということだったんですが、１市はこの西予市いう事ですけども、あとの

市はどこなのかということ。 
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宇都宮総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信宮委員 

 

宇都宮総務課長 

 

 

 

 

 

菊池委員長 

井関委員 

 

宇都宮総務課長 

 

 

 

 

それで西予市の3万 9000人ほど、人口がいますけれども、その中でどれぐら

いの加入者があるのか、また年間の共済の支払い金額はどれくらいなのか分

かれば教えていただきたいと思います。 

まず加入をしております、市町の状況でありますが、東温市、西予市を除き

ますと、残りですけれども、大洲市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、

内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町になります。 

それから、加入の状況でありますけれども、28年度の加入者の総数でありま

すが、28年度におきましては加入者数が 1万 2393人加入をしております。 

その内、大人が 1万1,281人、中学生以下が 1,112人という状況でありまし

た。その中で 28 年度における災害見舞金の支払いの状況でありますけれど

も、こちらにつきましては全て大人ではございますが、33件の支払いがあり

ます。金額にいたしますと432万5000円の支払いという状況になっておりま

す。また29年度ですけれども、加入者ですが、合計で 1万1913人。 

その内、大人が 1万831人、中学生以下が 1082人という状況であります。 

現在、12月 1日現在になりますけれども、災害見舞金の支払いの状況でござ

いますが、大人が20人という状況であります、中学生以下は現在のところご

ざいません。 

災害見舞金の支払金額につきましては266万5000円という状況になっており

ます。以上です。 

今回東温市が脱退するということでございますが、西予市の今後の見通しと

いいますか意向等があればお願いいたします。 

各地域の方から御要望といいますか、特に代表的なというような強い御要望

があるわけではございませんけれども、加入の申込金を持ってきていただく

方々からは、このような形のものを続けていただきたい。 

また、今回のように、支出といいますか、見舞金をお支払いをしていただい

ている方については、非常によかったというふうなお声もいただいておりま

すので、当面につきましては、このまま続けていきたいと考えております。 

その他ありませんか。 

事務組合への負担金というか分担金を支払いはどのぐらいの金額なんです

か。 

今回の共済事務といいますか、こちらについては特に年間の必要経費はござ

いません。 

掛け金そのものが、基金になって事務対応されているという状況でございま

す。 

暫時休憩いたします。（9：32～9：34） 
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宇都宮総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊池委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再開をいたします。 

その他質疑はございませんでしょうか。 

入る質疑もないようなので、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 108号「愛媛県市町総合事務組合規約の変更について」は、原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により当委員会としては原案通り可決することに決しました。 

続いてお諮りいたします。 

議案第位109 号「愛媛県市町村総合事務組合の冒頭処理事務構成団体から脱

退に伴う財産処分について」は、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり可決することに決しました。 

では続きまして、議案第 110号「平成29年度 西予市一般会計補正予算（第

7号）について」を議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

議案第 110号「平成29年度西予市一般会計補正予算第7号」のうち、総務課

所管分について御説明をさせていただきます。 

一般会計補正予算書の 16ページをお開きいただいたらと思います。 

今回の補正は９款１項１目常備消防費におきます職員給与費、141万 7000円

であります。 

これは先ほどご説明をさせていただきました、明浜町・城川町の救急出張所

に配置する准救急隊員のうち任期付短時間勤務職員4人を任用するもので、2

月 3月の2ヶ月分の給料、120万1000円、通勤手当2万円、社会保険料 19

万6000円を増額計上するものであります。 

以上、説明とさせていただきます。 

よろしく御審議のほどお願いいたします。 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

よろしいでしょうか。 

では以上で質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 110号、「平成29年度西予市一般会計補正予算第7号の総務課所管分

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（9：39～9：43） 
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再開を告げる。 

ここで一つ、訂正をいたします。 

私の方で議案第 109 号の愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体と

いう、共同というところを合同と言っておりましたが、共同処理事務構成団

体というふうに訂正をいたします。 

 

【【【【税務課税務課税務課税務課】】】】    

では続きまして、議案第99号「西予市企業立地の促進等による地域における

産業集積の形成および活性化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に

関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

それでは、議案第99号「西予市企業立地の促進等による地域における産業集

積の形成および活性化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する

条例の一部を改正する条例制定について」御説明申し上げます。 

本条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成、および活

性化に関する法律に基づき、対象となった事業者に対して、固定資産税を 3

年間課税免除するものでありますが、今回の改正は同法の一部を改正する法

律が公布されたことに伴い、条例の題名、条項および用語の改正を行うとと

もに、関係いたします西予市企業誘致条例についても、所要の改正を行うも

のであります。 

以上、御審議の上、御決定くださいますようよろしくお願いいたします。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

今回の固定資産税の特別措置に関する条例、今までに該当した企業というの

はどれぐらいあるんでしょうかね、西予市になってから。 

この条例につきましての該当になった部分はございません。 

他の企業誘致条例の他のところに当てはめた例はあるのですが、この分につ

いてはございません。 

その他ございませんでしょうか。 

以上で質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

議案第99号「西予市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成お

よび活性化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部

を改正する条例制定について」は原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により当委員会と市はしては原案どおり可決することに決しまし
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た。 

では続きまして、議案第 100 号「西予市農村地域工業等導入地域における固

定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議

題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

それでは、議案第 100 号「西予市農村地域工業等導入地区における固定資産

税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定について」御説明申し

上げます。 

本条例は、農村地域工業等導入促進法に基づき、適用を受けるものに対し、

固定資産税を3年間課税免除するものでありますが、今回の改正は、同法の

一部改正に伴い対象業種を現行の工業道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸

事業に限定せず、産業全般に拡大されたことから、条例の題名、条項および

用語の改正を行うとともに、関係いたします「西予市企業誘致条例」につい

ても、所要の改正を行うものでございます。 

以上、御審議の上御決定くださいますようよろしくお願いいたします。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

よろしいでしょうか。 

では以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 100 号「西予市農村地域工業等導入地区における固定資産税の特別措

置に関する条例の一部を改正するする条例制定について」は原案に賛成の委

員の挙手を求めます。 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（9：50～9：51） 

再開を告げる。 

 

【【【【総合政策課総合政策課総合政策課総合政策課】】】】    

まず、議案第96号「西予市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正

する条例制定について」を議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

それでは、議案第96号、「西予市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部

を改正する条例制定について」御説明を申し上げます。 
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本条例は、社会保障、税、災害対策に関する事務であって、条例で定めるも

のの処理に関して保有する特定個人情報を検索管理するために、特定の個人

を識別するための番号、いわゆるマイナンバーを利用することができると定

めたものでございます。 

今回の条例改正は、西予市教育委員会が実施いたします、要保護および準要

保護児童生徒の就学援助に関する支給事務をマイナンバーにより、特定個人

情報を利用できる事務に加えるとともに、市長部局から他の執行機関である

西予市教育委員会へ特定個人情報を提供できるよう、本条例の一部を改正す

るものであります。 

これにより、要保護および準要保護児童生徒の就学援助に関する支給事務に

おいて、これまで新生児に添付書類として必要であった市県民税所得課税証

明書や児童扶養手当証書の写しの提出が不要となり、申請者の負担軽減およ

び事務の効率化が図れるものでございます。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

これはマイナンバーの取得をされている方にとってはそのまま利用できるの

か、あるいは一応番号が振られているんで全ての市民の人に対象になるのか

その辺はどうなんですか。 

この事務の手続きに関しましては、もうすでに国民皆様にマイナンバーが振

られておりますので、利用が可能となっております。 

それはそれでいいことだとは思うんですけども、マイナンバーの普及に関し

てはやっぱこういうときにマイナンバー取得してくださいよっていうこと

が、行政としては言うべきじゃないかなと思うんですが、普及のためには、

やっぱりマイナンバー取得が必要なんですよっていうことも必要じゃないか

なと思うんですけどその辺どうですか。 

井関委員のおっしゃるとおりで、そういう機会のあるたびに、やはり当市も

日本一を目指しておりますので、やはり啓発をしていく必要があると我々も

考えております。 

その他ありますか。 

では、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第96号「西予市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例制定について」は原案に賛成の委員の挙手を求めます。 
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挙手全員により当委員会としては原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（9：56～10：09） 

再開を告げる。 

 

【【【【財政課財政課財政課財政課】】】】    

議案第 110号「平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）の財政課所管

分についてを議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

「平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）」の財政課所管分について

ご説明をさせていただきます。 

今回の財政課所管の補正予算の主なものにつきましては、城川支所の隣接地

におきまして、来年度から着工予定でありますジオパーク拠点施設、いわゆ

るジオミュージアムの建設に伴いまして、城川支所周辺の駐車場の整備等が

必要になったということで、それに係る経費を計上いたしております。予算

書の 12ページをお開きください。 

2款、総務費、1項５目財産管理費、私有財産維持管理事業719万円の増額で

ございます。 

先ほど申し上げましたジオミュージアムの建設に伴います、支所周辺への市

駐車場の整備に係るものでございます。 

事業の内容につきましては、城川支所担当者から説明をさせていただきます。 

それでは、今回補正予算計上に至りました経緯を申し上げます。 

最初に、今回資料といたしまして、城川支所周辺の今回要求しております駐

車場関係の地図そして、現在12月補正予算段階での事業のスケジュールを提

出しておりますので、重ねてご覧をいただいたらと思います。 

まず、ジオパークの拠点施設の建設工事ですが、平成30年度と平成31年度

に城川支所の下側、国道側に面している、現在の第3駐車場に計画されてお

ります。 

そこで、この駐車場にかわるものと加えてジオパーク拠点施設への来訪者に

も対応できるスペースを有する新しい駐車場を城川支所の正面付近に整備す

る予定であります。 

新駐車場は現在総合センター城川、および城川市民プールが存在している、

城川支所の正面付近に予定しており、老朽化しているこれらの2つの施設を

解体、除去した後に駐車場として整備することにしております。 

ジオパーク拠点施設のオープン時には新しい駐車場が完成していないと市民

や、来訪者に多大なご迷惑をおかけすることにもつながりますので、関係各
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課と協議しながら、計画的に事業を進める必要があります。 

今回の補正予算では、まずは、市民や職員等が利用できる臨時の駐車スペー

スの確保を目的とした敷砂利等の簡易な工事費、総合センター裏の臨時駐車

場です。 

そして、先ほど申し上げましたように、城川支所正面にあります新駐車場予

定全体の測量設計委託料およびプール解体の設計委託料をお願いするもので

ございます。 

以上でございます。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

西予市は優秀な職員が大勢おるのですが、測量設計の委託をしなければいけ

ない状態な訳ですが、簡単な測量設計をする職員がいないでしょうか。 

暫時時休憩いたします。（10：15～10：19） 

再開をいたします。 

ただいま、森川委員の方から、測量等は内部でできないかという御質問いた

だきました。 

現在の状況ではほとんどのものにつきましては外注をしておるという状況で

す。それは、そういった専門的な、技術、知識を持った職員が市内部にも少

ないということがございまして、ほとんどの建設事業に関係するような、測

量ことにつきましては、外注をしておるというふうなところが実態でござい

ます。以上でございます。 

それでは引き続きまして、この補正予算の内容についてご説明させていただ

きます。 

予算書 18 ページをお開き願います。13 款諸支出金、２項１目基金費でござ

いますが、基金運用におきまして、資金繰りを考慮しつつ、基金の一部を定

期預金運用し、基金利子収入が生じたため、基金への積立金を計上をし、増

額するものでございます。 

補正いたします基金は財政調整基金5万円、野村町地域高齢者福祉および農

業振興基金6000円、ジオパーク推進基金 3000円であります。 

続きまして、歳入について御説明いたします。 

予算書11ページにお戻りください。15款財産収入、1項２目、利子および配

当金でございますが、先ほどの基金積立金の原資となります基金利子を同額

計上いたしております。続いて 11ページになります。 

17款繰入金、２項１目財政調整基金繰入金5406万5000円でございますが、

今回の補正によりまして一般財源に不足が生じたため、その財源を補うため、
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財政調整基金から繰り入れを行い、収支の均衡を図るものでございます。 

これによりまして、補正後の財政調整基金残高は予算ベースで46億 4166万

3000円となる見込みでございます。 

6ページにお戻りください。 

今回の補正に係る事業費の調整に伴いまして、地方債補正を行っております。 

起債の目的別では、旧合併特例事業 1050万円。 

災害復旧事業費1210万円の増額。 

また、過疎対策事業、10万円を減額いたしております。 

詳細につきましては、11ページに目別に掲載をいたしております。 

今回の補正によりまして、市債の総額は2250万円増額し、39億 4402万 3000

円の限度額となっております。 

以上、財政課所管分に係る補正予算の説明とさせていただきます。 

よろしく御審議のうえ御決議くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 

では質疑を続けます。 

何かご質問ございませんでしょうか。 

先ほどのジオの関係の方にちょっと戻らせていただくんですが、そこの新し

く駐車場がプールの所にできるようになってましたけども、そこのプールを

もう廃止するいうことに関しての住民の理解は得られているんですか。 

城川支所で住民説明会を行っております。 

一つ目は、城川地区で公共施設利活用検討委員会、一般の市民を含めて、20

人程度の検討会を開催しまして、検討しております。 

それと行政区の総務区長を中心の総務区長会でも、2回話し合っております。 

そして、もう一つ、地元の下相地域への住民説明会も行っておりまして、合

計で３つの会合で行っております。 

特別質問というか、反対意見はございませんでした。 

その他ございますでしょうか。 

では以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 110号「平成29年度制す一般会計補正予算（第7号）」の財政課所管

分について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（10：25～10：27） 

再開を告げる。 
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 【【【【情報推進課情報推進課情報推進課情報推進課】】】】    

議案第 110号「平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）の情報推進課

所管分についてを議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

議案第 110号「平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）」のうち、情

報推進課所管分について御説明申し上げます。 

お手元の補正予算書の 5ページをお開き願います。 

まず、債務負担行為の補正といたしまして、上から二番目にございます、広

報せいよ印刷製本費ですが、期間は平成30年度、限度額を 656万 7000円と

設定しております。 

広報せいよにつきましては、平成30年度の第 1回目の4月発行が4月20日

となっております、3 月には構成や入稿を行う必要がありますので、そのた

めには、2 月に入札を執行し、業者と契約を交わす必要がありますため、今

回複数の業者から事前の見積もりを徴収し、債務負担行為の限度額を設定し

たものでございます。 

次に 12ページをお開き願います。2款1項8目、電算管理費、電算システム

開発導入事業、補正額 620万円の増額となっております。 

予算科目は、13節委託料のうち、システム改修委託料になります。 

今回の内容といたしましては、まず税務課所管の住民税システムと申告受付

システムの改修、次に、福祉課所管の障害者自立支援システムと生活保護シ

ステムの改修、次に、市民課所管の住民基本台帳システム改修委託料となり

ます。 

今回の補正の必要性といたしましては、国の法律等の改正によりまして、平

成29年度の申告相談および平成30年の4月施行に対応するために、今回、

補正予算として業者へのシステム改修委託料を計上するものであります。 

各事業課が所管します、総合行政システムにつきましては、当課で管理いた

しておりますので、システム利用所管課からの依頼によりまして、情報推進

課の方で予算を計上するものであります。 

財源といたしましては、補正予算書の9ページをお開き願います。 

13款 2項1目1節、障害者総合支援事業費国庫補助金、45万 3000円。 

同じページの 8目1節、社会保障税番号制度システム整備費国庫補助金、425

万5000円を充当いたしております。以上説明とさせていただきます。 

御審議のほどよろしくお願いします。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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河野委員 

 

 

宇都宮情報推進課長 

 

 

森川委員 

宇都宮情報推進課長 

 

 

 

菊池委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

垣内危機管理課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電算システムの開発ということで税務申告に 29 年度の活用するためと言わ

れたけど、1月 2 月になったらもうすぐに申告が始まる思うんですが、それ

までに間に合うということなんでしょうかね。 

ただいまの河野議員の質問ですけど、一応税務課で協議いたしまして今回、

12 月補正でぎりぎり間に合うということで予算を計上させていただいてお

ります。以上です。 

電算関係はシステムが変わるごとに委託をせないけんわけですか。 

システム改修が発生するたびに業者とまた契約をして委託料が発生いたして

おります。 

業者につきましては保守を委託しております、愛媛電算との契約になるかと

思います。以上です。 

その他ありますでしょうか。 

質疑もないようなので以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 110号「平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）」の情報推進

課所管分について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（10：34～10：39） 

再開を告げる。 

 

 【【【【危機管理課危機管理課危機管理課危機管理課】】】】    

議案第 110号「平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）」の危機管理

課が所管分についてを議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

それではご審議いただきます「平成29年度一般会計補正予算（第7号）のう

ち、危機管理課所管分につきまして、御説明申し上げます。 

歳出の部１件になっております。16ページをお開きください。 

9款1項 4目、災害対策費、11節需用費、修繕料の防災行政無線情報システ

ム整備事業、224万 7000円を増額補正するものであります。 

主に老朽化しております、アナログ防災行政無線の不具合に迅速、的確に対

応するため、予算計上させていただいておりましたが、予想しておりません

でした大きな不具合が発生しまして、その対応により予算不足となりました。 

これにより今後の修繕対応に支障をきたす恐れがありますので、その対応に

要した経費分をこのたび予算計上させていただくものでございます。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 



15 

菊池委員長 

 

加藤副委員長 

 

垣内危機管理課長 

 

 

 

菊池委員長 

井関委員 

 

 

 

 

垣内危機管理課長 

菊池委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和氣まちづくり推進課長 

 

 

 

 

 

 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

大きな不具合ということですが、どういうふうな不具合があったということ

か、教えてください。 

宇和町の同報系の防災行政無線の基地局になるんですけども、宇和町の防災

行政無線は他町と比べましても割と安定を保っておったんですが、その部分

の中での基地局の直流電源装置というのがございますけども、そちらの修繕

を要したということでございます。以上です。 

はい、その他ございますでしょうか。 

直接この予算には関係ないわけなんですが、防災行政無線として今回明浜・

三瓶に入ってくるやつの中では、聴覚障害の人に目で見るやつが入ってくる

ということをお聞きしたんですけども、野村は今、新しくデジタルになって

るんですが、野村でもそれは対応はしていただけるということなんでしょう

か。 

対応しております。 

その他質疑はありませんか。 

質疑もないようなので以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 110号「平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）」の危機管理

課所管分について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（10：43～10：45） 

再開を告げる。 

 

 【【【【まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課】】】】    

議案第 110号「平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）」のまちづく

り推進課所管分についてを議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

それでは、議案第 110号「平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）」

のうち、総務企画部まちづくり推進課所管分について御説明を申し上げます。 

まず、歳出について御説明をさせていただきます。 

補正予算書の 12ページをお開きください。 

２款総務費、８項地域振興費、１目地域振興費におきまして、補正の必要額

はございませんが、財源の内訳変更といたしまして、地域おこし協力隊事業

の協力隊退任後の起業に関しての支援補助金、98 万 3000 円が県の支出金、
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新ふるさと総合支援事業補助金でございますが、交付決定により財源内訳の

調整を計上するものでございます。 

続きまして補正予算書18ページをお開きください。 

13 款諸支出金、2項基金費、1 目基金費におきましてジオパーク推進基金事

業の基金利子収入の増額に伴い、繰出金について3000円の増額を計上するも

のでございます。 

続きまして歳入について御説明をさせていただきます。 

補正予算書10ページをお開きください。 

14 款県支出金、2項県補助金、1 目総務費県補助金におきまして、先ほど歳

出で説明いたしました地域おこし協力隊事業の新ふるさとづくり総合支援事

業、県補助金 98万 3000円の増額を計上するものでございます。 

補正予算書は同じく 10ページでございまして、15款財産収入、1項財産運用

収入、2目利子および配当金におきまして、先ほど歳出で説明いたしました、

ジオパーク推進基金事業のジオパーク推進基金利子におきまして、3000円の

増額を計上するものでございます。 

続きまして、債務負担行為補正について御説明させていただきます。 

補正予算書の 5ページをお開きください。 

初めに西予市地域づくり手上げ型交付金 4000万円でございます。 

平成30年度で手上げ型交付金が始まり3年目となっております。 

平成29年度の交付金総額が 1億円で、うち 4割の4000万円を手上げ型交付

金として実施しております。 

平成30年度においても同額で事業を実施していくようでございまして、した

がいまして、4000万円の手上げ型交付金の債務負担行為を計上させていただ

く御提案でございます。 

手上げ型交付金は地域づくり組織によるプレゼン方式の審査会によって、事

業の決定を判断いたしますが、新年度予算が確定した後においての事前相談

会、審査会、最終審査会というスケジュールでは、年度当初の事業実施が難

しいという意見もありまして、事前に審査会を実施して、4 月以降すぐに事

業が取り組めるように対応するものでございます。 

続きまして高瀬、愛農、野村地区生活交通バス運行業務委託 154万5000円と、

それから野村城川地区生活交通バス運行業務委託477万2000円でございます

が、現在の運行業務委託契約が平成30年3月31日で満了となることから、

平成30年4月 1日の運行開始日までに運行業者を選定いたしまして、同日か

ら運行できる体制を整える必要があるため、委託業務費用について債務負担

行為を計上するものでございます。 
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井関委員 

 

和氣まちづくり推進課長 
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和氣まちづくり推進課長 

 

 

 

 

井関委員 

 

 

 

和氣まちづくり推進課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

ジオパーク推進基金の残高といいますか、今基金そのものの利用状況という

のがわかりましたらお願いします。 

預金残高、9月末の現在でございますが、1億 2465万 7522円でございます。 

それぞれのジオパーク推進事業の方に事業費を当てて、計上して使用してお

ります。 

その他ありませんか。 

手上げ型交付金今年も4000万だったと思うんですけども、実際に今回、今年

度手上げ型交付金で実際に 4000 万のうちのいくらまで認めて執行されてお

るのか、お伺いしたいと思います。 

ただいま井関委員の御質問にありました、平成29年度の手上げ型交付金の事

業でございますが、申請につきまして 19 の地域の組織から申請がありまし

て、37の事業を受けております。 

その内採択になりましたのが30事業でございまして、手上げ型 4000万円の

うち、3923万8000円を交付決定しているところでございます。 

ちなみに 7 事業が落ちておるということですが、7 事業の内容はわかります

か。 

暫時休憩いたします。（10：53～10：57） 

再開いたします。 

ただいま井関委員から御質問のありました、手上げ型交付金で採択となって

ない事業であるということの理由ということでございますが、一つ目はです

ねイベントの実施が目的となっている内容でございまして、組織側がイベン

トを企画し、住民が参加するという、興行的な構図のものでございまして、

地域住民の関わりが特定のものだけにあるものとか、地域が活性化する将来

性が見えない、消化型のイベントであるというものが一つございました。 

それから、2 つ目でございますが、その目的の達成のために、自分たちがや

るのではなく、ハード整備業者ですね、業者任せになったというふうな計画

ということがあり、住民がその価値を理解して、自分たちが守っていこうと

いう部分が見えづらかった申請がございました。 

それから、三つ目ですが、地域づくりという視点というより、経営という部

分のハード整備、それから備品購入が目立ったということで、本来は特定の

者の自立支援に係る分野が多いようなことで申請があり、決定が出来てなか
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和氣まちづくり推進課長 

 

 

 

 

 

 

菊池委員長 

 

 

ったようなことがございます。 

こういうふうなことで、27 組織、29 年度におきましては、19組織が申請を

いただいておるわけなんですけれども、30年度におきましては、この手上げ

型が採択されてない地域におきましても、今回この債務負担行為によりまし

て4 月 1日から事業が実施できるようになりますので、1月の中旬ぐらいを

めどに新規の要望のところの勉強会をさらにするように計画しております。 

それによりまして、1 月の下旬ぐらいから実際に相談を受けて、申請をして

いくような方向でございます。 

まだ今回委員の皆様にもお配りをいたしました、西予地域づくりの事例集も

各組織の方に配付しておりますので、特になかなか今三瓶の方の申請がちょ

っと少ない、1 ヶ所だけという地域でございますので、そちらの地域の方も

この事例集が欲しいということで持って帰っていただいておりますので、ま

た勉強していただいて、申請を上げていただいたらと思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

その他ございますでしょうか。 

今、いろいろ説明いただいたんですが、今回市民との意見交換会ということ

で惣川地区に入ったんですけども、そこにおきましては、なかなかそのプレ

ゼンをする要員というか、人材がいないのでっていうことをちょっと言われ

たんですが、だから元に戻してほしいということも意見として出たわけなん

ですけども。 

そう言ったとこの対応も、今は相談できるとこもあるということでございま

すのでそちらに相談するしかないのかもしれませんが、より出てきてない地

域に関しましては、行政側からもこういうことをされたらできますよという

説明の方をお願いしたらと思います。 

答弁があればよろしくお願いします。 

ただいま井関委員から質問がありましたように、なかなか手上げ型の分で申

請を１回もしてないとこについては、地域の事情、かなり難しいというふう

な意見もいただいております。 

ですので先ほども説明いたしましたように、勉強会もしながら、それから、

それぞれの地域には行政側の担当職員がおりますので、担当職員とまた連携

しながら進めたいと思っております。 

以上答弁とさせていただきます。 

その他ありますでしょうか。 

では以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 
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松川教育部長 

菊池委員長 

 

 

沖村教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 110号「平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）」のまちづく

り推進課所管分について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（11：02～11：10） 

再開を告げる。 

 

【【【【教育部教育部教育部教育部】】】】    

【【【【教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課】】】】・・・・【【【【学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課】】】】    

最初に松川教育部長に挨拶を促す。 

挨拶を行う。 

議案第 110号平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）のうち、教育総

務課および学校教育課所管分について、を議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

それでは、議案第 110号平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）のう

ち、教育総務課、学校教育課所管分の補正予算につきまして、予算書に基づ

き御説明申し上げます。 

歳出を御説明申し上げます。予算書16ページになります。 

10款教育費、1項教育総務費、4目教員住宅管理費につきまして、198万5000

円を増額補正いたしました。 

これは本課所管の市内教職員宿舎のうち、今後、市営住宅として転用する宿

舎の中で、入居時に支障がある物件の修繕および居住に影響を及ぼす、雑木

の伐採や、CATVの引き込みなど周辺環境の整備を行い、入居に備えるもので

ございます。 

なお、市営住宅として転用するこれらの住宅は、本定例会において、議案第

105号で上程されており、来年の4月 1日施行予定としております。 

続きまして、17ページをお開きください。 

2項小学校費、1目学校管理費につきましては、工事、請負費84万円を計上

いたしました。 

これは今年9月 17日に接近した台風 18号の大雨により、俵津小学校運動場

に近くの水路から大量の水が流れ込み校舎土砂が流出し、校庭使用に耐えな

い被害を受けました。 

このことにより、真砂土の補充、運動場の整地等、運動場の復旧に係る工事

費を計上したものでございます。 

同じく2目、教育振興費につきましては、110万5000円を計上いたしました。 

これは平成30年度就学予定児童のいる世帯のうち、準要保護認定予定世帯へ
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菊池委員長 

 

井関委員 

 

沖村教育総務課長 

 

 

井関委員 

大谷学校教育課長 

 

 

 

菊池委員長 

の就学援助経費です。 

市では、経済的理由により修学が困難と認められる児童の保護者に対し、就

学援助費を支給しておりますが、これまで新学期の支給は、4 月以降となる

ため、対象者に入学時の一時的な経費負担がかかっておりました。 

そこで今年度から要保護児童等への援助費補助金等の国の補助金交付要綱が

一部改正され、入学前に支給した、新入児童学用品等についても国庫補助の

対象となりました。 

このことに準じ、今年4月から本市の補助要綱を改正し、平成30年4月に準

要保護の対象となると予想される児童数を 37 人と見込み、新年度を待たず

に、新入学学用品等を支給することができるように残予算から不足する必要

経費分を補正予算計上したものであります。 

同じく、次の3項中学校費、2目教育振興費における219万 4000円の計上も、

小学校の分と同様の内容となっております。 

平成 30 年 4 月から対象となる就学予定生徒数を、22 人と見込み予算計上し

たものでございます。 

それでは、5 ページにお戻りください。第２表に西予市スクールバス運行委

託業務として7121万5000円を限度に、また平成30年度を期限に債務負担行

為補正を追加しております。 

これは今年度末をもってスクールバス 16路線、8業者のスクールバス委託契

約が切れるため、平成30年4月から、遅滞なくスクールバスの運行を行うた

めに、債務負担行為を設定し、今年度契約をしておくものでございます。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

小中学校の入学用品ということですが、大体どういったものが対象になると

いうことですか。 

入学準備金につきましては、小学校や中学校に入学する児童または生徒が通

常必要とします学用品や通学用品、これは新入学児童生徒学用品と言います

けれども、これらが対象となります。 

具体的には体操服とかということでよろしいですか。 

入学に関する学用品についてでございますけれども、いわゆるそのノート鉛

筆そういったいわゆる文房具的なもの、それから体操服等の体育実技に関す

るようなもの、あと通学関係のもの、というようなものが主なものになって

おります。 

その他ありませんか。 



21 

信宮委員 

 

 

 

大谷学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊池委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊池委員長 

西川消防長 

菊池委員長 

 

 

佐藤消防総務課長 

 

 

今ほど準要保護児童に対して入学用品の支給ということですが、小学生の場

合37人、中学生 22人ということだったんですけれども、子供が減ってくる

中で、近年人数的な動向、子供が減っても増えておるのか、子供の数に従っ

て減っておるのか、近年の人数的な動向はいかがでしょうか。 

それではお答えいたします。 

これまでの認定者の件でございますけれども、28年度は小学校 89 名、中学

校 63名合計152名、全体の児童生徒数の割合からいいますと 5.7％程度の支

給ということになっております。 

さらにその前の27年度は、小学校 111名中学校 57名、合計168名で、全体

の 6.2％。あとパーセンテージだけいきますけれども、26年度さらに 1年さ

かのぼりますと、全体の 6.0％、さらに 25 年度は全体の 6.2％、さらに 24

年度は全体の 6.1％というようなことになっております。 

だいたい全体の 6％前後の推移で来ているということです。 

年によっての若干の数値の差はありますけれども、だいたいそういう数字で

来てます。 

よろしいでしょうか。 

その他ございますでしょうか。 

では、質疑もないようなので、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 110号平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）のうち、教育総

務課および学校教育課所管分について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。

挙手全員により当委員会としては、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（11：25～11：30） 

再開を告げる。 

 

【【【【消防本部消防本部消防本部消防本部】】】】    

【【【【消防総務消防総務消防総務消防総務課課課課】】】】    

西川消防長に挨拶を促す。 

挨拶を行う。 

議案第 110号平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）のうち、消防本

部所管分についてを議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

議案第 110号平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）についてご説明

をさせていただきます。予算書の 8ページをお開き願います。 

歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の部でございますが、9 款消防費の補
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正前の額は、14億 8404万円でございまして、今回補正額 626万 7000円を増

額させていただき、合計14億 9030万 7000円になるものでございます。 

今回の補正額の財源内訳といたしましては、全て一般財源からの支出を予定

しております。 

このうち、消防本部所管分の詳細につきまして御説明をさせていただきます。 

予算書の 16ページをお開き願います。 

9 款消防費、1 項消防費、1 目常備消防費の補正前の額は、7 億 857 万 8000

円、補正額402万円を増額いたしまして、7億 1259万8000円になるもので

ございます。 

事業概要をごらんください。 

このうち、消防職員教育研修事業48万 2000円、消防吏員制服等貸与事業、

212万1000円について御説明をいたします。 

全員協議会におきまして来年度から24時間運用となる、明浜・城川救急出張

所の運用計画をご説明させていただきました、このとおり准救急隊員の人員

体制を考慮いたしまして、消防学校への旅費および入校費用を計上させてい

ただきました。 

また、准救急隊員および新規採用消防吏員に貸与する活動服などの備品費、

および消耗品費を計上させていただきました。 

以上、平成29年度、議案第 110号平成29年度西予市一般会計補正予算（第

7号）消防本部所管分についての説明とさせていただきます。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

佐藤課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

制服等の貸与事業なんですが212万1000円となっていますが、一人当たりど

のぐらいの経費と、制服等となってますがどういった物が入るんですか。 

今回の准救急隊員には救急活動用の被服のみ対応することにしております。 

正職員と同様の活動服、防寒衣、アポロキャップ、ヘルメット、長靴、雨具

等のカッパなどでございます。 

正職員にはこれ以外に、火災活動用の防火衣や救助活動用の救助服、式典用

の制服などを貸与しております。 

合計で正職員に必要な貸与品は 1人分 50万円程度必要です。 

准救急隊員 1人分約 20万円の費用ということになっております。 

以上でございます。 

質疑はございませんか。 
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准救急隊員、いざというときというか、万が一のときの保障とかは正職員と

同じなんでしょうか、お伺いします。 

正職員と全く同じになっております。 

これは今回の法令改正で消防職員等の災害補償に係る分野も改正をされてお

りまして、准救急隊員が、消防職員と同様の補償を受けることをについて改

正があったものです。 

以上でございます。 

よろしいでしょうか。 

では質疑もないようなので、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 110号平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）のうち、消防本

部所管分について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（11：38～11：40） 

再開を告げる。 

 

【【【【議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局】】】】    

議案第 110号平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）のうち、議会事

務局所管分について、を議題といたします。 

担当の説明を求めます。 

議案第 110号平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）のうち、議会事

務局所管分についてご説明をいたします。 

予算書を7号の 5ページ、第２表債務負担行為補正をご覧ください。 

今回の補正は議会だより印刷製本の業務委託にかかる債務負担行為でありま

す。ご存じのとおり、せいよ議会だよりは定例会開催月の翌月20日に発行し

ておりますが、新年度の平成30年度の第 1号に当たります3月号は、4月20

日が発行日となっており、3 月の中旬から編集、入校の作業を業者との間で

行う必要があります。 

また、契約を締結するためには、予算の裏づけが必要であることから、今回

西予市議会だより印刷製本費にかかる債務負担行為を補正するものでありま

す。その内容についてですが、期間は平成30年度、限度額は 162万5000円

としております。 

限度額 162万5000円は、1冊当たり20ページ、1万 7900部における 1ペー

ジあたりの単価、これ税抜きでございますが、1万8800円を元に、年4回の

発刊で積算をしております。 
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なおこの 1ページあたりの単価は 1万8800円、税抜き価格ですが、1冊のペ

ージ数を 16から20ページで、一回の印刷部数を 1万 7900部として、市内2

つの業者から見積もりをいたしまして、安価な方の金額となっております。 

簡単ですが以上で説明を終わります。 

よろしくご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いをいたします。

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

今ページ1ページあたりの説明があったんですが、今も表紙と裏表紙がカラ

ーで後は２色刷りとなってるんですけども、これ全体をカラーにするという

ようなことで、入札をかけたことはないんですよね。 

過去に全然ページカラーでの入札はしてないと思います、まだはっきりちょ

っとわからないですけど、表紙と裏ページで中は２色刷りということで、今

回の方も見積もりの方出させていただいております。 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 110号平成29年度西予市一般会計補正予算（第7号）のうち、議会事

務局所管分について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員より当委員会としては原案どおり可決することに決しました。 

本日は、これで全ての議案の審査ができました。 

当委員会としては全ての議案に対して採択することに決しました。 

以上を持ちまして、平成29年第２回の閉会をいたしますが、大変皆様お疲れ

さまでございました。 

以上で平成29年第四回定例会総務常任委員会を閉会いたします。 

（閉会宣言：午前１１時４７分） 

 


